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規　　　　　則

（公  安  委  員  会）

茨城県公安委員会規則第１号

　交番その他の派出所及び駐在所の名称，位置及び所管区に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

　　　平成23年２月24日

茨城県公安委員会委員長　　幡 　 谷 　 定 　 俊

　　　交番その他の派出所及び駐在所の名称，位置及び所管区に関する規則の一部を改正する規則

　交番その他の派出所及び駐在所の名称，位置及び所管区に関する規則（平成21年茨城県公安委員会規則第２号）の

一部を次のように改正する。

　別表第１水戸の部茨城地区交番の項中「下師土」を「下土師」に，「南川又，南栗崎，谷田部，前田」を「前田，

南川又，南栗崎，谷田部」に改め，同表笠間の部友部地区交番の項中「友部地区交番」を「友部駅前交番」に改め，

同表ひたちなか西の部馬渡交番の項中「三反田，馬渡」を「前浜，馬渡，三反田」に改め，同表大宮の部東富町交番

の項中「南町」の次に「，宮の郷」を加え，同表日立の部十王駅前交番の項中「日立市川尻町」を「日立市砂沢町，

折笠町，折笠町一丁目，川尻町」に改め，「十王町友部東四丁目まで」の次に「，十王町山部」を加え，同部日高交

番の項中「，折笠町，折笠町一丁目」及び「，砂沢町」を削り，同表高萩の部大津地区交番の項中「北茨城市大津町

五浦一丁目から」を「北茨城市大津町，大津町五浦一丁目から」に改め，同表鹿嶋の部宮中交番の項を次のように改

める。

宮中交番 鹿嶋市宮中三丁目

鹿嶋市粟生，明石，旭ケ丘一丁目，旭ケ丘二丁目，泉川，大船津，

下津，神野一丁目から神野四丁目まで，木滝，木滝佐田下塙谷  

原入会，木滝佐田谷原入会，宮中，宮中一丁目から宮中八丁目

まで，国末，厨一丁目から厨五丁目まで， 小宮作，佐田，猿田，

清水，下塙，城山一丁目，城山二丁目，城山四丁目，神向寺，新浜，

須賀，高天原一丁目，高天原二丁目，田野辺，田谷，爪木，長

栖，沼尾，根三田，鉢形，鉢形台一丁目から鉢形台三丁目まで，

光，平井，平井南，緑ヶ丘一丁目から緑ヶ丘四丁目まで，港ケ

丘，港ケ丘一丁目，港ケ丘二丁目，宮下一丁目から宮下五丁目

まで，宮津台，山之上， 谷原，鰐川

神栖市光

　別表第１牛久の部阿見地区交番の項中「中央八丁目まで」の次に「，中郷二丁目，中郷三丁目」を，「南平台三丁

目まで」の次に「，西郷三丁目」を加え，同表石岡の部小川地区交番の項中「小美玉市中延」を「小美玉市小川」に

改め，同表つくば中央の部つくば駅前交番の項中「天王台三丁目まで」の次に「，花園」を加え，同表筑西の部下館

駅前交番の項中「稲野辺」の次に「，大塚」を，「金丸」の次に「，上川中子」を，「川澄」の次に「，川連」を，「小

林」の次に「，島」を，「塚原」の次に「，徳持」を，「中舘」の次に「，成田」を，「二木成」の次に「，西石田」を，

「西谷貝」の次に「，西榎生，野田，東榎生，深見」を，「みどり町二丁目」の次に「，茂田」を，「横島」の次に「，

榎生一丁目，蕨」を加える。
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　別表第２水戸の部飯富駐在所の項の次に次のように加える。

大串駐在所 水戸市大串町

水戸市秋成町，大串町，大場町，川又町，小泉町，塩崎町，島田町，

下入野町，下大野町，東前町，東前二丁目，東前三丁目，平戸町，

森戸町

　別表第２水戸の部小泉駐在所の項及び東前駐在所の項を削り，同表日立の部高原駐在所の項中「，十王町友部（十

王団地），十王町山部」を削り，同表鉾田の部荒地駐在所の項中「勝下新田」を「柏熊新田，勝下，勝下新田」に改め，

「沢尻」の次に「，鹿田」を，「下太田」の次に「，滝浜，田崎」を，「玉田」の次に「，造谷，常磐，冷水，箕輪，

樅山，湯坪」を加え，同部造谷駐在所の項及び樅山駐在所の項を削り，同表稲敷の部伊佐部駐在所の項中「上須田（新

川を除く。），釜井」を「市崎，釜井，上須田（新川を除く。），幸田，清水」に改め，「下須田」の次に「，新橋，中島，

東大沼，福田，町田，光葉，脇川」を加え，同部福田駐在所の項及び安中駐在所の項を削り，同部木原駐在所の項中

「美浦村受領（余郷を除く。）」を「美浦村受領，牛込，大須賀津，太田，大塚，大谷，大山，木」に改め，「郷中」の

次に「，山王，定光，土浦，中野内，根火，根本，花見塚」を，「舟子」の次に「，堀田，馬掛，間野，馬見山」を，

「みどり台」の次に「，見晴」を加え，「宮地（宮地を除く。）」を「宮地，本橋」に改め，「茂呂」の次に「，八井田，

谷中，山内，余郷入」を加え，同表石岡の部恋瀬駐在所の項の次に次のように加える。

城南駐在所 石岡市三村 石岡市石川，井関，北根本，高浜，中津川，東田中，三村

　別表第２石岡の部関川駐在所の項及び高浜駐在所の項を削り，同表つくば中央の部島名駐在所の項を削り，同部豊

里駐在所の項の次に次のように加える。

万博記念公園

駅前駐在所
つくば市島名

つくば市鬼ケ窪，面野井，上河原崎，上河原崎下河原崎入会地，

島名，下河原崎，下別府，高須賀，高田，高良田，中別府，鍋

沼新田，真瀬，水堀，御幸が丘

　別表第２つくば中央の部真瀬駐在所の項を削り，同表筑西の部小栗駐在所の項，河内駐在所の項，黒子駐在所の項

及び関本駐在所の項を削り，同部新治駐在所の項を次のように改める。

新治駐在所 筑西市新治

筑西市井出蛯沢，大島，小栗，門井，上星谷，久地楽，桑山，三郷，

清水，下郷谷，下星谷，知行，新治，蓮沼，古郡，細田，向川澄，

谷永島，柳，八幡，横塚，蓬田

　別表第２筑西の部新治駐在所の項の次に次のように加える。

藤ケ谷駐在所 筑西市藤ケ谷

筑西市板橋，稲荷，犬塚，井上，上野，江，梶内，木戸，黒子，

関舘，関本肥土，関本上，関本上中，関本下，関本中，関本分中，

辻，中村新田，西保末，花田，花橋，藤ケ谷，船玉，舟生

　別表第２筑西の部古里駐在所の項を削り，同表結城の部上山川駐在所の項中「新堤中通り」を「新堤仲通り」に改

め，同部二本松駐在所の項中「善右衛門新田」を「善右ヱ門新田」に改め，同表常総の部内守谷駐在所の項中「菅生

町（樽井，下香及び大並）」を「大塚戸町，坂手町，菅生町，豊岡町（砂原及び浜）」に改め，同部大生郷駐在所の項，

大輪駐在所の項，坂手駐在所の項，上蛇駐在所の項及び菅生駐在所の項を削り，同部豊岡駐在所の項及び三妻駐在所

の項を次のように改める。
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豊岡駐在所 常総市豊岡町

常総市伊左衛門新田町，大生郷新田町，大生郷町，大輪町，五

郎兵衛新田町，笹塚新田町，豊岡町（砂原及び浜を除く。），花

島町，羽生町，横曽根新田町

三妻駐在所 常総市中妻町
常総市東町，大崎町，沖新田町，川崎町，十花町，上蛇町，中

妻町，福二町，平町，三坂新田町，三坂町，箕輪町

　　　附　則

　この規則は，平成23年４月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行す

る。

⑴　別表第１石岡の部小川地区交番の項の改正規定　平成23年３月１日

⑵ 　別表第２筑西の部小栗駐在所の項を削る改正規定，同表同部新治駐在所の項の改正規定及び同表同部古里駐在所

の項を削る改正規定　平成23年３月２日

⑶ 　別表第２筑西の部河内駐在所の項，黒子駐在所の項及び関本駐在所の項を削る改正規定並びに同表同部に藤ケ谷

駐在所の項を加える改正規定　平成23年３月18日

⑷ 　別表第２つくば中央の部島名駐在所の項を削る改正規定，同表同部に万博記念公園駅前駐在所の項を加える改正

規定並びに同表同部真瀬駐在所の項を削る改正規定　平成23年３月26日

告　　　　　示

茨城県告示第208号

　森林法（昭和26年法律第249号）第５条第４項の規定に基づき平成23年２月15日付けで次の森林計画区の地域森林

計画を変更したので，同法第６条第６項の規定に基づき，公衆の縦覧に供することにより公表する。

　　　平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　森林計画区の名称

　⑴　八溝多賀森林計画区

　⑵　水戸那珂森林計画区

　⑶　霞ヶ浦森林計画区

２　縦覧場所

　⑴　八溝多賀森林計画区

　　　茨城県農林水産部林政課及び県北農林事務所林務部門林業振興課

　⑵　水戸那珂森林計画区

　　　茨城県農林水産部林政課及び県央農林事務所企画調整部門林業振興課

　⑶　霞ヶ浦森林計画区

　　 　茨城県農林水産部林政課，県央農林事務所企画調整部門林業振興課，鹿行農林事務所企画調整部門林業振興課，

県南農林事務所企画調整部門林業振興課及び県西農林事務所企画調整部門林業振興課
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茨城県告示第209号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき，道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は，平成23年２月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　下入野水戸線

３　道路の区域

区　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長 摘　　要

水戸市元吉田町字宿2193番２から

水戸市元吉田町字塩海道864番６地先まで
　　（Ａ）

旧　　　

　　（Ｂ）

 メートル

最大  30.0

最小 25.0

最大 19.4

最小 4.6

 メートル

 865

 1,013

新　（Ｂ）
最大  30.0

最小 25.0
 865 旧 道 移 管

茨城県告示第210号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき，道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は，平成23年２月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　守谷藤代線

３　道路の区域

区　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長 摘　　要

（イ）取手市下高井1998番19から

（ハ）取手市下高井1936番２まで

（ロ）取手市下高井1991番３から

（ハ）取手市下高井1936番２まで

　　（Ａ）

旧　　　

　　（Ｂ）

 メートル

最大 34.0

最小 13.0

最大 35.0

最小 12.6

 メートル

 433

 450

（イ）取手市下高井1998番19から

（ハ）取手市下高井1936番２まで
新　（Ａ）

最大 37.7

最小 18.0
 433

迂回路撤去及
び現道の区域
修正　　　　

（ハ）取手市下高井1936番２から

（ニ）取手市下高井1488番１まで
旧　（Ｃ）

最大 21.4

最小 12.0
 262

新　（Ｄ）
最大 31.8

最小 12.0
 353 区画整理に伴

う新道設置　
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区　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長 摘　　要

（ニ）取手市下高井1488番１から

（ホ）取手市下高井1676番10まで
　　（Ｅ）

旧　　　

　　（Ｆ）

最大 15.2

最小 13.0

最大 15.0

最小 12.6

 310

 333

新　（Ｅ）
最大 14.1

最小 12.0
 310

迂回路撤去及
び現道の区域
修正　　　　

茨城県告示第211号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成23年２月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　一般国道　293号

２　供用開始の区間　　常陸太田市山下町1185番５地先から

　　　　　　　　　　　常陸太田市山下町952番４地先まで

３　供用開始の期日　　平成23年２月28日

茨城県告示第212号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成23年２月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　県道　守谷藤代線

２　供用開始の区間　　取手市下高井1998番19から

　　　　　　　　　　　取手市下高井1588番２まで

３　供用開始の期日　　平成23年２月28日

茨城県告示第213号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成23年２月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　県道　石岡田伏土浦線

２　供用開始の区間　　かすみがうら市宍倉字馬場山3118番２から

　　　　　　　　　　　かすみがうら市宍倉字馬場山3090番４まで

３　供用開始の期日　　平成23年２月28日
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茨城県告示第214号

　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第39条第１項の規定に基づき，日立市川尻観音前土地区画整理組合の事

業計画の変更については，次のとおり認可したので同条第４項の規定により告示する。

　　　平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　事業計画を変更する組合

　　組 合 の 名 称　　日立市川尻観音前土地区画整理組合

　　事務所の所在地　　日立市助川町１丁目１番１号　日立市役所内

　　事 業 施 行 期 間　　自　平成12年５月15日

　　　　　　　　　　　　至　平成23年３月31日

　　施　行　地　区　　日立市川尻町５丁目の一部

　　設立認可の年月日　　平成12年５月15日

２　変更認可の年月日　　平成23年２月24日

茨城県告示第215号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により，事業計画の変更を認可したので，同条第２項の

規定において準用する同法第62条第１項の規定に基づき，次のとおり告示する。

　　　平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　施行者の名称　　小美玉市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　　　　　　　　　小美玉都市計画下水道事業

　　　　　　　　　　小美玉市公共下水道

３　事業施行期間　　平成元年２月９日から

　　　　　　　　　　平成29年３月31日まで

４　事業地

　⑴　収用の部分

　　　なし

　⑵　使用の部分

　　 　平成17年茨城県告示第702号，平成18年茨城県告示第204号，平成18年茨城県告示第232号，平成19年茨城県告

示第1129号，平成21年茨城県告示第1367号の事業地に，小美玉市小川字新堀及び字布袋久保並びに川戸字馬場及

び字広岡並びに野田字池ノ上，字サギ沼平，字サギ沼，字御用山，字大三角，字カウチタ及び字中道並びに田木

谷字鳥下及び字大川内並びに上玉里字中台及び字石橋の各一部の区域を加える。

茨城県告示第216号

　計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により，特定計量器の定期検査を次のとおり実施する。

　　　平成23年２月24日

茨城県計量検定所長　　丸 　 山 　 幸 　 春
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１　対象となる特定計量器

　　計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号に規定する特定計量器

２　検査を行う区域，期日及び場所

執 行 区 域 器 物 提 出 の 日 時 器物提出の場所

桜 川 市

平成23年４月21日から
平成23年４月22日まで

10時30分から
15時00分まで

桜 川 市 臨 時 計 量 検 査 所
平成23年４月25日から
平成23年４月27日まで

10時30分から
15時00分まで

笠 間 市

平成23年５月18日から
平成23年５月20日まで

10時30分から
15時00分まで

笠 間 市 臨 時 計 量 検 査 所
平成23年５月23日から
平成23年５月26日まで

10時30分から
15時00分まで

ひたちなか市

平成23年６月13日から
平成23年６月17日まで

10時30分から
15時00分まで

ひたちなか市臨時計量検査所
平成23年６月20日から
平成23年６月22日まで

10時30分から
15時00分まで

東 海 村 平成23年６月23日から
平成23年６月24日まで

10時30分から
15時00分まで 東 海 村 臨 時 計 量 検 査 所

那 珂 市

平成23年７月14日から
平成23年７月15日まで

10時30分から
15時00分まで

那 珂 市 臨 時 計 量 検 査 所
平成23年７月19日から
平成23年７月20日まで

10時30分から
15時00分まで

常 陸 大 宮 市

平成23年７月21日から
平成23年７月22日まで

10時30分から
15時00分まで

常陸大宮市臨時計量検査所
平成23年７月25日から
平成23年７月28日まで

10時30分から
15時00分まで

小 美 玉 市 平成23年８月24日から
平成23年８月26日まで

10時30分から
15時00分まで 小 美 玉 市 臨 時 計 量 検 査 所

筑 西 市

平成23年９月９日 10時30分から
15時00分まで

筑 西 市 臨 時 計 量 検 査 所平成23年９月12日から
平成23年９月16日まで

10時30分から
15時00分まで

平成23年９月20日から
平成23年９月22日まで

10時30分から
15時00分まで

牛 久 市 平成23年９月26日から
平成23年９月27日まで

10時30分から
15時00分まで 牛 久 市 臨 時 計 量 検 査 所

つくばみらい市 平成23年10月17日から
平成23年10月18日まで

10時30分から
15時00分まで つくばみらい市臨時計量検査所

取 手 市

平成23年10月19日から
平成23年10月21日まで

10時30分から
15時00分まで

取 手 市 臨 時 計 量 検 査 所
平成23年10月24日 10時30分から

15時00分まで

守 谷 市 平成23年10月25日から
平成23年10月26日まで

10時30分から
15時00分まで 守 谷 市 臨 時 計 量 検 査 所

利 根 町 平成23年11月15日 10時30分から
15時00分まで 利 根 町 臨 時 計 量 検 査 所

下 妻 市

平成23年11月16日から
平成23年11月18日まで

10時30分から
15時00分まで

下 妻 市 臨 時 計 量 検 査 所
平成23年11月21日から
平成23年11月22日まで

10時30分から
15時00分まで
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執 行 区 域 器 物 提 出 の 日 時 器物提出の場所

結 城 市

平成23年11月24日から
平成23年11月25日まで

10時30分から
15時00分まで

結 城 市 臨 時 計 量 検 査 所
平成23年11月28日から
平成23年11月29日まで

10時30分から
15時00分まで

古 河 市

平成23年12月８日から
平成23年12月９日まで

10時30分から
15時00分まで

古 河 市 臨 時 計 量 検 査 所
平成23年12月12日から
平成23年12月15日まで

10時30分から
15時00分まで

かすみがうら市

平成24年１月19日から
平成24年１月20日まで

10時30分から
15時00分まで

かすみがうら市臨時計量検査所
平成24年１月23日から
平成24年１月24日まで

10時30分から
15時00分まで

潮 来 市 平成24年１月25日から
平成24年１月27日まで

10時30分から
15時00分まで 潮 来 市 臨 時 計 量 検 査 所

行 方 市 平成24年２月20日から
平成24年２月23日まで

10時30分から
15時00分まで 行 方 市 臨 時 計 量 検 査 所

上記市町村及び
ひょう量250kg
を超えるはかり
を使用する高萩
市，北茨城市，
鹿嶋市，稲敷市
美浦村，阿見町
河内町

平成23年４月１日から　　10時30分から
平成24年３月31日まで　　15時00分まで
（ただし，土，日，祝日を除く）

特定計量器検定検査規則第39条
に規定する特定計量器の所在の
場所及び茨城県指定定期検査機
関社団法人茨城県計量協会

３　検査を実施する指定定期検査機関の名称

　　社団法人　茨城県計量協会

茨城県告示第217号

岡堰土地改良区から平成22年11月９日付けで施行認可申請のあった，農業生産基盤整備事業（一般地帯型・かんが

い排水）岡堰地区については，土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第１項の規定により平成23年２月３日付

けで認可した。

なお，この認可については，認可のあったことを知った日の翌日から起算して６月以内に，茨城県を被告として土

地改良事業計画の認可の取消しの訴えを提起することができる。

平成23年２月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城県県南農林事務所長　　中 　 川 　 清 　 彦

茨城県告示第218号

大洗町から平成22年10月25日付けで協議のあった農業生産基盤整備事業（一般地帯型）神山地区（剣崎）については，

土地改良法（昭和24年法律第195号）第96条の２第１項の規定により，平成23年２月９日付けで同意した。

平成23年２月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城県県央農林事務所長　　中 　 野 　 一 　 正

茨城県告示第219号

平成22年11月26日付けで常陸太田市長から協議のあった，大内谷津西地区土地改良事業（農業生産基盤整備事業・
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山間急傾斜地帯型・かんがい排水）については，土地改良法（昭和24年法律第195号）第96条の２第５項において準

用する同法第10条第１項の規定により平成23年２月10日付けで同意した。

平成23年２月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城県県北農林事務所長　　鬼 　 澤 　 昭 　 和

（収 用 委 員 会）

茨城県収用委員会告示第１号

　土地収用法（昭和26年法律第219号）第45条の２の規定により収用及び使用の裁決手続の開始を決定したので，公

告する。

平成23年２月24日

茨城県収用委員会　　　　

会　長　　松 　 崎 　 保 　 元

１　起業者の名称

茨城県

２　事業の種類

一般国道294号改築工事（茨城県守谷市百合ケ丘三丁目地内）

３　裁決手続の開始を決定する土地の所在，地番，地目及び地積等

別表のとおり

４　土地所有者の氏名及び住所

別表のとおり

５　土地に関して権利を有する関係人の氏名，住所及び権利の種類

別表のとおり



別　表

１　収用裁決手続の開始を決定する土地の所在，地番，地目及び地積等並びに土地所有者の氏名及び住所並びに土地に関して権利を有する関係人の氏名等

土地の所在 地番

地目 地積（㎡） 収用裁決手続

の開始を決定

する土地の面

積（㎡）

収用裁決手続

の開始を決定

する土地の範

囲

土地所有者の氏名及び住所 関係人の氏名及び住所並びに権利の種類

公簿 現況 公簿 実測
氏　名 持 分 住　　　所 氏 名 住 所 権利の種類

茨城県守谷市

百合ケ丘三丁

目字上裏

268番１ 宅地 宅地 215.66 228.16 163.13 別添実測平面

図１中 S. 79,  

S. 80，S. 81，   

4742，A. １，

L405,   4784及

び S. 79の各点

を順次直線で

結んだ線で囲

まれる部分

𠮷田　肇子

𠮷田　清貴

𠮷田　浩昭

吉田　重満

６分の３

６分の１

６分の１

６分の１

東京都杉並区上高井戸２丁目18番９号

東京都世田谷区北烏山１丁目61番６号

東京都杉並区久我山５丁目６番16号　サンメー

ト久我山402

茨城県守谷市百合ケ丘三丁目2592番地の1

不明。ただし，　

　吉田工事株式会社

又は　

　吉田工事株式会社

　と　

　大解寺

東京都杉並区久我山五丁目６番16号

東京都杉並区久我山五丁目６番16号

茨城県守谷市百合ケ丘三丁目268番地の１

存否不明

あるとすれば

使用借権

茨城県守谷市

百合ケ丘三丁

目字上裏

268番４ 雑種地 宅地 45 46.23 17.16 別添実測平面

図２中 S. 78，

S. 79，4784，

A. １－１及び

S. 78の各点を

順次直線で結

んだ線で囲ま

れる部分

𠮷田　肇子

𠮷田　清貴

𠮷田　浩昭

吉田　重満

６分の３

６分の１

６分の１

６分の１

東京都杉並区上高井戸２丁目18番９号

東京都世田谷区北烏山１丁目61番６号

東京都杉並区久我山５丁目６番16号　サンメー

ト久我山402

茨城県守谷市百合ケ丘三丁目2592番地の１

不明。ただし，　

　吉田工事株式会社

又は　

　  吉田工事株式会社

と 

　大解寺

東京都杉並区久我山五丁目６番16号

東京都杉並区久我山五丁目６番16号

茨城県守谷市百合ケ丘三丁目268番地の１

存否不明

あるとすれば

使用借権

茨城県守谷市

百合ケ丘三丁

目字土塔前

2592番１ 境内地 境内地 3,694 3694.02 489.62 別添実測平面

図３中4786，

S. 82，S. 83,  

A. ２，L. 409,  

L408，L407，

L. 406，L. 406

－３及び4786

の各点を順次

直線で結んだ

線で囲まれる

部分

大解寺 茨城県守谷市百合ケ丘三丁目268番地の１ 不明。ただし，

　（亡）𠮷田一乗の

法定相続人

　𠮷田　肇子

　𠮷田　清貴

　𠮷田　浩昭

　

　吉田　重満

又はなし

東京都杉並区上高井戸２丁目18番９号

東京都世田谷区北烏山１丁目61番６号

東京都杉並区久我山５丁目６番16号　サン

メート久我山402

茨城県守谷市百合ケ丘三丁目2592番地の１

存否不明

あるとすれば

使用借権

11 ～ 12



土地の所在 地番

地目 地積（㎡） 使用裁決手続

の開始を決定

する土地の面

積（㎡）

使用裁決手続

の開始を決定

する土地の範

囲

土地所有者の氏名及び住所 関係人の氏名及び住所並びに権利の種類

公簿 現況 公簿 実測
氏 名 住　　　所 氏 名 住 所 権利の種類

茨城県守谷市

百合ケ丘三丁

目字土塔前

2592番１ 境内地 境内地 3,694 3694.02 69.21 別添実測平面

図３中 L. 406

－３，L. 406

－２，406L －

１，L. 407－

１，408L －

１，L. 409－

１，A. ２－１，

A. ２，L. 409，

L408，L407，

L. 406及び

L. 406－３の各

点を順次直線

で結んだ線で

囲まれる部分

大解寺 茨城県守谷市百合ケ丘三丁目268番地の１ 不明。ただし，

　（亡）𠮷田一乗の

法定相続人

　𠮷田　肇子

　𠮷田　清貴

　𠮷田　浩昭

　吉田　重満

又はなし

東京都杉並区上高井戸２丁目18番９号

東京都世田谷区北烏山１丁目61番６号

東京都杉並区久我山５丁目６番16号　サン

メート久我山402

茨城県守谷市百合ケ丘三丁目2592番地の１　

　　　　

存否不明

あるとすれば

使用借権

２　使用裁決手続の開始を決定する土地の所在，地番，地目及び地積等並びに土地所有者の氏名及び住所並びに土地に関して権利を有する関係人の氏名等

13 ～ 14



15 ～ 16



17 ～ 18



19 ～ 20
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公　　　　　告

◉特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき，特定非営利活動法人の設立の認証申

請について，次のとおり申請があったので，同条第２項の規定により公告する。

なお，当該申請に係る同条第１項第１号，第２号イ，第５号，第７号及び第８号に掲げる書類は，平成23年４月14

日まで，茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室（水戸市三の丸１丁目５番38号　茨城県三の丸庁舎）において

公衆の縦覧に供する。

平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　申請のあった年月日

　　平成23年２月14日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称

　　特定非営利活動法人  チーム・ユーチャリス

３　代表者の氏名

　　松　澤　　　論

４　主たる事務所の所在地

　　茨城県古河市小堤2114番地７

５　定款に記載された目的

 　この法人は，社会参加をめざす視覚障害者に対して，盲導犬の育成を支援するために必要な事業を行うとともに，

全ての障害者に対しても適切な支援事業を行うことによって，福祉の向上と，社会全体の利益の増進に寄与するこ

とを目的とする。

◉こども福祉医療センター新施設の事業者の公募について

茨城県立こども福祉医療センター新施設の整備運営を行う事業者を，次により公募する。

平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　公募施設及び規模

施設種別等 規模等
肢体不自由児施設
（児童福祉法第43条の３）

・入所定員35名以上
　（うち母子入所を５名以上確保する。）

重症心身障害児施設
（児童福祉法第43条の４） ・入所定員60名以上

在宅支援サービス
（障害者自立支援法第５条８項，地域生活支援事業実施要綱）

・短期入所事業10名以上
・日中一時支援事業10名以上

２　建設予定地

　⑴　所　在　地　水戸市元吉田町字一里塚東1872番地（旧水戸産業技術専門学院跡地）

　⑵　面　　　積　16,855.00㎡

　⑶　主な法規制　市街化調整区域　建ぺい率60％　容積率200％

３　土地の売却
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　　建設予定地は県から売却します。売却価格の最低限度額（予定価格）は次のとおりです。

　　（予定価格）　230,000,000円

４　応募者の資格

　　茨城県内に所在し，社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条第２項に規定する第一種社会福祉事業として入所

施設を平成22年４月１日現在で３年以上設置運営している社会福祉法人であり，次のいずれにも該当しない者とし

ます。

　　①　地方自治法施行令第167条の４の規定に該当する者

　　②　県税を滞納している者

　　③　民事再生法等による手続きを行っている者

　　④ 　暴力団等による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団及

びその利益となる活動を行うもの。

５　施設機能・運営の条件

　⑴ 　新施設は，県が施設の整備・運営の両面にわたり関与・支援を行うことを前提としていることから，事業予定

者は，施設の設計，運営方法等について県と十分な協議を行い，県の承認を得ること。 

　⑵ 　現施設の後継施設として現行機能を堅持することに加え，重症心身障害児施設の併設や新たな機能を付加し，

サービスの充実を図ること。  

　⑶ 　堅実，透明で模範的な施設運営に心がけ，利用者・保護者・地域住民等からの信頼や期待に応えるよう努める

こと。

　⑷　その他，公募要項に定める事項。

６　県の支援等

　　新施設の整備運営に当たり，県は次の支援等を行います。ただし，茨城県議会の議決を要するものは，当該議決

を前提とします。

　　①新施設整備の初期投資に対する一部補助

　　②県の委託事業

　　③県職員の派遣

７　事業予定者の選定

　　応募者から提出された書類及びプレゼンテーション等により，事業者選定委員会において審査を行い選定しま

す。

８　公募要項の配布期間及び配布場所

配　布　期　間 配　布　場　所
平成23年２月24日（木）から
　　　　３月23日（水）まで 
平日９：30から16：00まで 
土，日曜日，祝日は除く。 
郵送はいたしません。

茨城県水戸市笠原町978番６
茨城県庁　13階
保健福祉部障害福祉課
企画担当
電話029－301－3357

※県のホームページ（http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/shofuku/shofuku.htm）からもダウンロードする

ことができます。
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９　申込書の提出場所等

提　出　期　間 提　出　場　所

平成23年３月７日（月）から
　　　　３月23日（水）まで
平日９：30から16：00まで
土，日曜日，祝日は除く。

茨城県水戸市笠原町978番６
茨城県庁　13階
保健福祉部障害福祉課
企画担当
電話029－301－3357

10　申込みに必要な書類

　　公募要項に定める様式及び書類とします。

◉都市計画の図書の縦覧

　土浦・阿見都市計画高度利用地区の変更に伴い，土浦市から都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の

規定において準用する同法第20条第１項の規定に基づく当該都市計画にかかる図書の写しの送付を受けたので，同法

第21条第２項の規定において準用する同法第20条第２項の規定に基づき，当該図書を次の場所において縦覧に供する。

　　　平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　都市計画の種類

　　高度利用地区

２　縦覧場所

　　茨城県土木部都市局都市計画課

◉都市計画の図書の縦覧

　土浦・阿見都市計画第一種市街地再開発事業の変更に伴い，土浦市から都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項の規定において準用する同法第20条第１項の規定に基づく当該都市計画にかかる図書の写しの送付を受けた

ので，同法第21条第２項の規定において準用する同法第20条第２項の規定に基づき，当該図書を次の場所において縦

覧に供する。

　　　平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　都市計画の種類

　　第一種市街地再開発事業（土浦駅前北地区）

２　縦覧場所

　　茨城県土木部都市局都市計画課

◉都市計画の図書の縦覧

　土浦・阿見都市計画市街地再開発促進区域の変更に伴い，土浦市から都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条

第２項の規定において準用する同法第20条第１項の規定に基づく当該都市計画にかかる図書の写しの送付を受けたの

で，同法第21条第２項の規定において準用する同法第20条第２項の規定に基づき，当該図書を次の場所において縦覧

に供する。

　　　平成23年２月24日
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茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　都市計画の種類

　　市街地再開発促進区域（荒川沖駅西口第１地区の廃止）

２　縦覧場所

　　茨城県土木部都市局都市計画課

◉都市計画の図書の縦覧

　取手都市計画高度地区の変更に伴い，守谷市から都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の規定におい

て準用する同法第20条第１項の規定に基づく当該都市計画にかかる図書の写しの送付を受けたので，同法第21条第２

項の規定において準用する同法第20条第２項の規定に基づき，当該図書を次の場所において縦覧に供する。

　　　平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　都市計画の種類

　　高度地区

２　縦覧場所

　　茨城県土木部都市局都市計画課

◉都市計画の図書の縦覧

　取手都市計画道路の変更に伴い，守谷市から都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の規定において準

用する同法第20条第１項の規定に基づく当該都市計画にかかる図書の写しの送付を受けたので，同法第21条第２項の

規定において準用する同法第20条第2項の規定に基づき，当該図書を次の場所において縦覧に供する。

　　　平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　都市計画の種類

　　道路（３・５・54　松並沼崎線）

　　道路（７・３・７　松並木線）

　　道路（７・４・８　松並南北線）

　　道路（７・４・９　松並東西１号線）

　　道路（７・４・10　松並東西２号線）

２　縦覧場所

　　茨城県土木部都市局都市計画課

◉都市計画の図書の縦覧

　取手都市計画下水道の変更に伴い，守谷市から都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の規定において

準用する同法第20条第１項の規定に基づく当該都市計画にかかる図書の写しの送付を受けたので，同法第21条第２項

の規定において準用する同法第20条第２項の規定に基づき，当該図書を次の場所において縦覧に供する。

　　　平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌
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１　都市計画の種類

　　下水道（守谷市公共下水道）

２　縦覧場所

　　茨城県土木部都市局都市計画課

◉都市計画の図書の縦覧

　取手都市計画土地区画整理事業の決定に伴い，守谷市から都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規

定に基づく当該都市計画にかかる図書の写しの送付を受けたので，同法第20条第２項の規定に基づき，当該図書を次

の場所において縦覧に供する。

　　　平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　都市計画の種類

　　土地区画整理事業（守谷市松並土地区画整理事業）

２　縦覧場所

　　茨城県土木部都市局都市計画課

◉指定確認検査機関に対する監督命令に係る公示

　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第77条の30第１項の規定による監督命令をしたので，同

条第２項の規定に基づき，次のとおり公示する。

　　　平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　監督命令をした年月日　　

　　平成23年２月10日

２　監督命令を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名　　

　　財団法人　茨城県建築センター　代表理事　春田　茂桂

３　監督命令の内容　　

　 　財団法人　茨城県建築センターが，確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたことに鑑み，法令遵守を社

内に徹底するため，平成22年12月１日付け茨セ32号で報告のあった業務改善策について実施し，改善策が確実に行

われていることを確認するため，この命令のあった日の翌月から一年間，毎月，実施状況調査を行い，当職に報告

すること。

４　監督命令の原因となった事実　

　 　指定確認検査機関である財団法人　茨城県建築センターの確認検査員が建築物の建築確認申請書の審査を行った

際，建築基準法第53条第１項第１号の規定に適合しない建築計画を看過し，確認済証を交付した。その結果，特定

行政庁から法第６条の２第11項の規定による「適合しないと認める旨の通知」を受け，確認済証の効力が失効した。

◉平成23年二級建築士試験及び木造建築士試験の施行

　建築士法（昭和25年法律第202号）第13条の規定により，平成23年二級建築士試験及び木造建築士試験を次のとお

り施行する。
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　なお，試験に関する事務は，建築士法第15条の６第１項に規定する茨城県指定試験機関である財団法人建築技術教

育普及センターに行わせる。

　　　平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　二級建築士試験の試験日及び時間

　⑴　「学科の試験」

　　　平成23年７月３日（日）

　　　学科Ⅰ（建築計画）及び　学科Ⅱ（建築法規）　10：00 ～ 13：00（３時間）

　　　学科Ⅲ（建築構造）及び　学科Ⅳ（建築施工）　14：10 ～ 17：10（３時間）

　⑵　「設計製図の試験」　

　　　平成23年９月11日（日）　　11：30 ～ 16：00（４時間30分）

２　木造建築士試験の試験日及び時間

　⑴　「学科の試験」

　　　平成23年７月24日（日）

　　　学科Ⅰ（建築計画）及び　学科Ⅱ（建築法規）　10：00 ～ 13：00（３時間）

　　　学科Ⅲ（建築構造）及び　学科Ⅳ（建築施工）　14：10 ～ 17：10（３時間）

　⑵　「設計製図の試験」

　　　平成23年10月９日（日）　11：30 ～ 16：00（４時間30分）

３　二級建築士試験の試験場

　⑴　「学科の試験」

　　　水戸短期大学附属高等学校

　　　水戸市千波町464

　⑵　「設計製図の試験」

　　　水戸短期大学附属高等学校

　　　水戸市千波町464

４　木造建築士試験の試験場

　⑴　「学科の試験」

　　　水戸短期大学附属高等学校

　　　水戸市千波町464      

　⑵　「設計製図の試験」

　　　水戸短期大学附属高等学校

　　　水戸市千波町464

５　二級建築士試験及び木造建築士試験の受験申込手続

　⑴　インターネットによる受験申込

　　 　インターネットによる受験申込については，平成16年以降に二級建築士試験又は木造建築士試験の受験申込を

した者のうち，試験の申込みに必要な個人情報の使用について，あらかじめ承諾をしている者に限り行うことが

できる。

　　１）受験申込受付期間及び時間

　　　イ　期間　　平成23年４月１日（金）から平成23年４月７日（木）まで

　　　ロ　時間　　受付開始日の午前10時から受付終了日の午後４時まで
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　　２）受験申込方法

　　　 　財団法人建築技術教育普及センターのホームページ（http://www.jaeic.jp/）において，必要な事項を入力

し申込むこと。

　⑵　受付場所における受験申込

　　１）受験申込受付期間及び時間

　　　イ　期間　　平成23年４月11日（月）から平成23年４月15日（金）まで

　　　ロ　時間　　午前10時から午後４時まで

　　２）受付場所

　　　　県民文化センタ－分館

　　　　水戸市千波町東久保697

　　３）「学科の試験」の免除の申請

　　　 　「学科の試験」の免除の申請は，平成21年又は平成22年の試験の「学科の試験」（住所地の変更等の事由に

よる場合は，他の都道府県知事が行ったものを含む。）の合格通知書を添付することにより行う。

　　４）受験申込方法

　　　　受験申込は，５の⑵の２）の受付場所に申込者本人が当該申込書を直接提出することにより行う。

　　　 　ただし，離島その他の遠隔地で，直接申込ができないなどやむを得ない事情がある場合で，勤務先の証明書

（直接持参できない旨を証明したもの。）又は住民票が添付されているものに限り，郵送を認める。

　　　 　郵送の場合は，申込受付終了日までの消印のあるもので，あて先を明記し所要の郵便切手を貼った受験票返

送用封筒を同封し，必ず書留速達とする。

　　　 　なお，送付先は，財団法人建築技術教育普及センターの委託先である水戸市笠原町978番30　社団法人茨城

県建築士会とする。

６　二級建築士試験及び木造建築士試験の合格者の発表及び合否の通知

　　平成23年12月１日（木）（予定）。合格者に合格した旨を，不合格者に不合格の旨及び成績を通知する。

　 　また，合格者一覧表を財団法人建築技術教育普及センター支部及び社団法人茨城県建築士会の事務所に掲示する

とともに，合格者の受験番号を財団法人建築技術教育普及センターのホームページに掲載する。

　　なお，「学科の試験」合格者の発表については，

　　　二級建築士試験は，平成23年８月23日（火）（予定）

　　　木造建築士試験は，平成23年９月６日（火）（予定）である。

７　合否判定基準の公表

　　合格者の発表の際に，知事が決定した合否判定基準を財団法人建築技術教育普及センター支部等に掲示する。

８　その他

　⑴ 　「設計製図の試験」の課題は，平成23年６月８日（水）ごろから財団法人建築技術教育普及センター支部及び

社団法人茨城県建築士会の事務所に掲示するとともに，「学科の試験」の試験場においても掲示する。

　⑵ 　受験に際し，身体に障害があるため特に何らかの措置を希望する者は，あらかじめ受験申込時にその旨を申し

出ること。

◉開発行為の工事完了

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の許可に係る開発行為について，次の区域の工事が完了したの

で，同法第36条第３項の規定により公告する。
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　　　平成23年２月24日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　東茨城郡茨城町大字下土師字東山2323番２，同番４

２　事業主の住所及び氏名

　　東茨城郡茨城町大字雨ヶ谷569番地２

　　　髙　野　幸　司

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　那珂郡東海村大字石神外宿字東上宿1466番１

２　事業主の住所及び氏名

　　那珂郡東海村大字舟石川294番地１（プチハイムＡ棟）

　　　高　田　朋　亮，高　田　弘　美

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　那珂郡東海村大字豊岡字雑兵1681番２，1682番２，1687番６

２　事業主の住所及び氏名

　　那珂郡東海村大字村松1411番地（原電滝坂社宅Ｇ－14）

　　　佐　藤　和　也，佐　藤　優　子

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　稲敷郡美浦村大字土屋字池の台1976番121

２　事業主の住所及び氏名

　　稲敷郡美浦村大字美駒2500番地２　Ａ－22棟302号

　　　角　所　秀　視

◉軽油引取税に係る免税証の無効

　次の軽油引取税免税証は，平成23年１月20日以降無効とする。

　　　平成23年２月24日

常陸太田県税事務所長　　我 　 妻 　 孝 　 男

用　途 種　類 記号及び番号 枚数 有 効 期 間 販売業者の所在地及び名称

漁　船 500リットル Ｉ300735 １枚

平成22年12月６日

～

平成23年11月30日

日立市相田町２－４－16

（株）川井石油
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（教　　育　　長）

◉入札公告

　一般競争入札について次のとおり公告する。

　なお，この入札に係る調達は，1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。

　　　平成23年２月24日

茨城県教育委員会教育長　　鈴 　 木 　 欣 　 一

１　競争入札に付する事項

　⑴　調達する特定役務の名称

　　ア　茨城県立水戸養護学校スクールバス（県有バス）運行業務

　　イ　茨城県立友部養護学校スクールバス運行業務

　　ウ　茨城県立美浦養護学校スクールバス運行業務

　　エ　茨城県立伊奈養護学校スクールバス運行業務

　　オ　茨城県立結城養護学校スクールバス運行業務

　⑵　調達する特定役務の仕様等

　　　入札説明書による。

　⑶　委託期間

　　　平成23年４月１日から平成24年３月31日まで

　⑷　履行場所

　　ア　上記１⑴アに掲げる業務　茨城県立水戸養護学校通学区域内

　　イ　上記１⑴イに掲げる業務　茨城県立友部養護学校通学区域内

　　ウ　上記１⑴ウに掲げる業務　茨城県立美浦養護学校通学区域内

　　エ　上記１⑴エに掲げる業務　茨城県立伊奈養護学校通学区域内

　　オ　上記１⑴オに掲げる業務　茨城県立結城養護学校通学区域内

　⑸　入札の方法

　　 　落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので，

入札者は，消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約希望金額の105分

の100に相当する金額（消費税及び地方消費税抜き）を入札書に記載すること。

２　競争入札参加資格

　⑴ 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。

　⑵　政令第167条の４第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。

　⑶ 　茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成８年茨城県告示第254号）に基づく競争入札参加資格を

有する者であって，同要項第５条に規定する物品調達等競争入札参加有資格者名簿の大分類21（運送）に登録が

あること。ただし，茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。

　　 　なお，新規に入札参加資格を得ようとする者は，所定の資格審査申請書に必要事項を記入のうえ，次に示す場

所に申請すること。

　　　郵便番号　310－8555

　　　茨城県水戸市笠原町978番６
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　　　茨城県会計事務局会計第二課　調度担当

　　　電話　029－301－4875

　⑷ 　本業務の受託に係る道路運送法（昭和26年法律第183号）第４条第１項による許可を有し，５に定める競争入

札参加資格確認申請書の提出日現在において，大型車及び中型車の使用が可能な許可を取得済みであること。

　⑸ 　本業務の実施に必要な専任の人員及び車両の確保ができる者で，５に定める競争入札参加資格確認申請書の提

出日現在において，本業務の実施に必要な有資格運転者と同数以上の有資格運転者を雇用している者であること。

ただし，車両の確保については，上記１⑴イからオに掲げる業務に限る。

　⑹ 　車両の確保時期については，平成23年９月１日までに行える者とする。ただし，上記１⑴イ及びエに揚げる業

務については，平成23年４月１日から平成23年７月31日の間についても，入札説明書に定める児童生徒が乗車で

きる車両を確保できる者であること。

　⑺　旅客自動車運送事業に係る営業年数が５年以上であること。

　⑻ 　本業務に使用する車両の故障その他の理由により運行に支障を来すと認められたときは，速やかに代替車両を

配車するなどの適切な措置を講じて，運行を継続することが可能であること。

　⑼ 　本業務により送迎する児童生徒に障害があることに配慮し，その特性を十分理解した上で，本業務を実施でき

る者であること。

３　入札説明書の交付期間及び交付場所等

　⑴　入札説明書の交付期間

　　 　平成23年２月25日（金）から平成23年３月４日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から午後

５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　　ただし，平成23年３月４日（金）については，午前９時から正午までとする。

　⑵　入札説明書の交付場所，契約条項を示す場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号　310－8588

　　　茨城県水戸市笠原町978番６

　　　茨城県教育庁特別支援教育課　管理・免許担当

　　　電話　029－301－5272

４　入札説明会等

　⑴　入札説明会の開催日時

　　　上記１⑴アからオに掲げる業務　平成23年３月４日（金）午後１時30分

　⑵　入札説明会の開催場所

　　　上記１⑴アからオに掲げる業務

　　　茨城県水戸市笠原町978番６　茨城県労働委員会会議室（県庁舎行政棟23階）

　⑶　現地説明会の開催日時

　　ア　上記１⑴アに掲げる業務　平成23年３月10日（木）午後２時

　　イ　上記１⑴イに掲げる業務　平成23年３月９日（水）午後２時

　　ウ　上記１⑴ウに掲げる業務　平成23年３月11日（金）午後２時

　　エ　上記１⑴エに掲げる業務　平成23年３月７日（月）午後２時

　　オ　上記１⑴オに掲げる業務　平成23年３月８日（火）午後２時

　⑷　現地説明会の開催場所
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　　ア　上記１⑴アに掲げる業務　茨城県水戸市吉沢町3979　茨城県立水戸養護学校

　　イ　上記１⑴イに掲げる業務　茨城県笠間市鯉渕6558－１　茨城県立友部養護学校

　　ウ　上記１⑴ウに掲げる業務　茨城県稲敷郡美浦村土屋笹山3127　茨城県立美浦養護学校

　　エ　上記１⑴エに掲げる業務　茨城県つくばみらい市青古新田300　茨城県立伊奈養護学校

　　オ　上記１⑴オに掲げる業務　茨城県結城市鹿窪向原1357－10　茨城県立結城養護学校

　⑸ 　本公告の競争入札に参加を希望する者は，入札説明書を持参して，必ず入札説明会及び現地説明会に出席する

こと。（代理人，使用人等も可）

５　入札参加者に求められる事項

　 　この競争入札に参加を希望する者は，競争入札参加資格確認申請書に入札説明書に示す書類を添付して，上記３

⑵に示す場所に平成23年３月14日（月）午後５時までに提出し，参加資格の有無について確認を受けなければなら

ない。

　　なお，提出した書類について説明を求められたときは，これに応じなければならない。

６　入札手続等

　⑴　入札書及び積算内訳書の提出期限

　　ア　上記１⑴アに掲げる業務　平成23年３月18日（金）午後１時30分

　　　　（郵送による入札の場合は，平成22年３月17日（木）午後３時必着）

　　イ　上記１⑴イに掲げる業務　平成22年３月18日（金）午後２時

　　　　（郵送による入札の場合は，平成22年３月17日（木）午後３時必着）

　　ウ　上記１⑴ウに掲げる業務　平成22年３月18日（金）午後２時30分

　　　　（郵送による入札の場合は，平成22年３月17日（木）午後３時必着）

　　エ　上記１⑴エに掲げる業務　平成22年３月18日（金）午後３時

　　　　（郵送による入札の場合は，平成22年３月17日（木）午後３時必着）

　　オ　上記１⑴オに掲げる業務　平成22年３月18日（金）午後３時30分

　　　　（郵送による入札の場合は，平成22年３月17日（木）午後３時必着）

　⑵　入札書及び積算内訳書の提出場所

　　　６⑹に示す場所（郵送による入札の場合は，３⑵に示す場所）

　⑶　入札書及び積算内訳書の提出方法

　　 　書面により，直接又は郵送（書留郵便に限る。）で行うものとし，テレックス，電報，ファクシミリその他の

方法による入札は認めない。

　⑷　積算内訳書の提出

　　 　入札参加者は，初度入札に際し，入札書と併せて入札書に記載される金額に対応した積算内訳書を提出しなけ

ればならない。郵送により入札書を提出する者は，入札書と併せて入札書に記載される金額に対応した積算内訳

書を送付しなければならない。

　⑸　開札の日時

　　ア　上記１⑴アに掲げる業務　平成23年３月18日（金）午後１時30分

　　イ　上記１⑴イに掲げる業務　平成23年３月18日（金）午後２時

　　ウ　上記１⑴ウに掲げる業務　平成23年３月18日（金）午後２時30分

　　エ　上記１⑴エに掲げる業務　平成23年３月18日（金）午後３時

　　オ　上記１⑴オに掲げる業務　平成23年３月18日（金）午後３時30分

　⑹　開札の場所
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　　　茨城県水戸市笠原町978番６　茨城県教育庁会議室（県庁舎行政棟23階）

７　その他

　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　⑵　入札保証金及び契約保証金

　　　免除

　⑶　入札の無効

　　 　本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札，入札に関する条件に違反した入札その他茨城県財務規

則（平成５年茨城県規則第15号）第148条各号のいずれかに該当する場合の入札は無効とする。

　⑷　落札者の決定方法

　　 　茨城県財務規則第146条の規定に基づき作成された予定価格（以下「予定価格」という。）の制限の範囲内で最

低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし，予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札

した者の当該入札価格によっては，その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め

るとき，又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当で

あると認めるときは，その者を落札者とせず，予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち，

最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

　⑸　契約書作成の要否

　　　要

　⑹ 　当該調達に係る平成23年度予算案が否決された場合は，この公告によって生じた一切の決定，権利及び義務は

効力を失う。

　⑺　詳細は入札説明書による。

８　Summary

　⑴　Tender for services required：

　　　A .  Public School bus Service, Ibaraki Prefectural Mito School for Physical Disabilities

　　　B .  School bus Service, Ibaraki Prefectural Tomobe School for Intellectual Disabilities

　　　C .  School bus Service, Ibaraki Prefectural Miho School for Intellectual Disabilities

　　　D .  School bus Service, Ibaraki Prefectural Ina School for Intellectual Disabilities

　　　E .  School bus Service, Ibaraki Prefectural Yuki School for Intellectual Disabilities

　⑵　Time limit for tender：

　　　A .  By mail：3:00p.m.  17 March 2011

By hand：1:30p.m.  18 March 2011

　　　B .  By mail：3:00p.m.  17 March 2011

By hand：2:00p.m.  18 March 2011

　　　C .  By mail：3:00p.m.  17 March 2011

By hand：2:30p.m.  18 March 2011

　　　D .  By mail：3:00p.m.  17 March 2011

By hand：3:00p.m.  18 March 2011

　　　E .  By mail：3:00p.m.  17 March 2011

By hand：3:30p.m.  18 March 2011

　⑶　Tender issued by：
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　　　Special Support Education Division, Ibaraki Prefectural Office of Education

　　　978-6, Kasahara-cho, Mito-shi, Ibaraki-ken, 310-8588, Japan

　　　TEL 029－301－5272

指　　　　　示

（茨城海区漁業調整委員会）

茨城海区漁業調整委員会指示第４号

　ひらめ資源の繁殖保護を図るため，漁業法（昭和24年法律第267号）第67条第１項の規定に基づき次のとおり指示

する。

　　　平成23年２月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城海区漁業調整委員会　　　　　　

　　　　　　　　会　長　　渡 　 辺 　 一 　 夫

１　茨城県海面において，全長30センチメ－トル未満のひらめを採捕してはならない。

　 　ただし，試験研究又は教育実習を目的とするものとして，茨城海区漁業調整委員会の承認を受けた者は，この限

りでない。

２　この指示の有効期間は，平成23年４月１日から平成24年３月31日までとする。

３ 　この指示の定めるもののほか取扱の細目については，ひらめの採捕に係る委員会指示取扱要領に定めるところに

よる。



34 第 2260 号　平成 23 年２月 24 日（木曜日）

ひらめの採捕に係る委員会指示取扱要領

　平成23年２月24日付け茨城海区漁業調整委員会指示第４号による，全長30センチメートル未満のひらめの採捕に係

る委員会指示に関する取扱要領は次のとおりとする。

　（申請書の提出）

１ 　全長30センチメートル未満のひらめ採捕の承認を受けようとする者は，承認申請書（様式第１号）を委員会に提

出しなければならない。

　（承認証の交付）

２　委員会が承認したときは，承認証（様式第２号）を申請者に交付する。

　（承認の条件）

３　承認の条件は，次のとおりとする。

　⑴　採捕にあたっては，委員会が交付した承認証を携帯しなければならない。

　⑵　採捕の承認を受けた者は，採捕終了後速やかに採捕状況を委員会に報告しなければならない。

　（承認証の書換交付）

４ 　承認証の記載事項（氏名又は名称を除く）に変更を生じたときは，遅滞なく承認証書換交付申請書（別記様式第

３号）を委員会に提出し，書換交付を受けなければならない。
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様式第１号

ひらめ試験研究等採捕承認申請書

　　　平成　　年　　月　　日

　　茨城海区漁業調整委員会長　　殿

申請者の住所　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　　㊞

（電話番号 　　　　　　　　　　　　　　）　　

　全長30センチメートル未満のひらめの採捕承認を受けたいので下記のとおり申請いたします。

記

１　目　　　　的

２　計画の概要

　⑴　採捕の場所

　⑵　採捕の期間

　⑶　採捕数量

　⑷　使用する漁具及び漁法

　⑸　使用する船舶名

　⑹　採捕に従事する者の住所及び氏名

３　添付書類

　　関係漁業協同組合の同意書ほか
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様式第２号

茨調第　　　　号

ひらめ試験研究等採捕承認証

住 所

氏 名 又 は 名 称

採 捕 場 所

使用する船舶名

使 用 す る 漁 具
及 び 漁 法

採捕に従事する
者の住所及び氏名

承 認 有 効 期 間

平成　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城海区漁業調整委員会　　　　　　　　　

会　長　　渡　辺　一　夫　　　　　　　　
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様式第３号

平成　　年　　月　　日

　　茨城海区漁業調整委員会長　　殿

申請者の住所　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　　㊞

ひらめ試験研究等採捕承認証書換交付申請書

　さきに交付を受けた承認証（承認番号　　　　　）の記載事項に下記のとおり変更が生じたので書換交付を申請し

ます。

記

１　変更事項

事　　　　　項 変　　更　　前 変　　更　　後

２　書換えようとする理由
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茨城海区漁業調整委員会指示第５号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第67条第１項の規定に基づき，はまぐりの保護及び資源管理型漁業の推進を図る

ため，次のとおり指示する。

　　　平成23年２月24日

　　　　　　　　　　　茨城海区漁業調整委員会　　　　　　

会　長　　渡 　 辺 　 一 　 夫

１ 　次の表の左欄に掲げる区域（以下「保護区域」という。）においては，はまぐりの採捕を禁止する。ただし，試

験研究又は増養殖を目的とするものとして，茨城海区漁業調整委員会の承認を受けた者は，この限りではない。

保　　　護　　　区　　　域

区　　　　域 基　点　等　の　位　置

大洗

サンビーチ

　ア，イ，ウ，エ及びオを

結んだ線と最大高潮時海岸

線によって囲まれた区域

ア：大洗港魚釣園防砂堤

イ：アの沖側突端部の点

ウ：イから224度（真方位）600メートルの点

エ：オの沖側突端部に設置した標柱

オ：大貫サンビーチ突堤

鹿島港

北側平井浜

　ア，イ，ウ，エ及びオを

結んだ線と最大高潮時海岸

線によって囲まれた区域

ア：鹿島港海岸突堤（平井）

イ：アの沖側突端部の点

ウ：北海浜第２地区防波堤東側突端部の点

エ：北海浜第２船だまり防波堤の基部の点

オ：北海浜第２期防砂堤の基部の点

２　この指示の有効期間は，平成23年４月１日から平成24年３月31日までとする。

３ 　この指示の定めるもののほか取扱の細目については，保護区域におけるはまぐりの採捕に係る委員会指示取扱要

領の定めるところによる。
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保護区域におけるはまぐりの採捕に係る委員会指示取扱要領

　平成23年２月24日付け茨城海区漁業調整委員会指示第５号による，はまぐりの採捕に係る委員会指示に関する取扱

要領は，次のとおりとする。

　（申請書の提出）

１ 　保護区域におけるはまぐりの採捕の承認を受けようとする者は，承認申請書（様式第１号）を委員会に提出しな

ければならない。

　（承認証の交付）

２　委員会が承認したときは，承認証（様式第２号）を申請者に交付する。

　（承認の条件）

３　承認の条件は，次のとおりとする。

　⑴　採捕にあたっては，委員会が交付した承認証を携帯しなければならない。

　⑵　採捕の承認を受けた者は，採捕終了後速やかに採捕状況を委員会に報告しなければならない。

　（承認証の書換交付）

４ 　承認証の記載事項（氏名又は名称を除く）に変更を生じたときは，遅滞なく承認証書換交付申請書（様式第３号）

を委員会に提出し，書換交付を受けなければならない。
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様式第１号

保護区域におけるはまぐり試験研究等採捕承認申請書

　　　平成　　年　　月　　日

　　茨城海区漁業調整委員会長　　殿

　　　申請者の住所　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　（電話 　　　　　　　　　　　　　　　　）　　

　保護区域におけるはまぐりの採捕承認を受けたいので，下記のとおり申請します。

記

１　目　　　　的

２　採捕計画の概要

　⑴　採捕の場所

　⑵　採捕の期間

　⑶　採捕数量

　⑷　使用する漁具及び漁法

　⑸　使用する船舶（使用する場合に記入）

　⑹　採捕に従事する者の住所及び氏名

３　添付書類

　　関係漁業協同組合の同意書ほか
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様式第２号

茨調第　　　　号

保護区域におけるはまぐり試験研究等採捕承認証

住　　　　　 所

氏 名 又 は 名 称

採 捕 場 所

採 捕 数 量

使 用 す る 漁 具
及 び 漁 法

使用する船舶名

採捕に従事する
者の住所及び氏名

承 認 有 効 期 間

平成　　年　　月　　日

　　　　　　　茨城海区漁業調整委員会　　　　　　　　　

　　　会　長　　渡　辺　一　夫　　　　　　　　
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様式第３号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

　　茨城海区漁業調整委員会長　　殿

申請者の住所　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　　㊞

保護区域におけるはまぐり試験研究等採捕承認証書換交付申請書

　さきに交付を受けた承認証（承認番号　　　　　）の記載事項に下記のとおり変更が生じたので書換交付を申請し

ます。

記

１　変更事項

事　　　　　項 変　　更　　前 変　　更　　後

２　書換えようとする理由
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正　　　　　誤

　平成21年６月11日付け茨城県報第2086号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ 行 誤 正

13 上から16 最大　　　　　　　　　　47.2 最大　　　　　　　　　　51.8
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